
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
二
十
七
号

日
本
学
士
院
法

（
目
的
）

第
一
条
　
日
本
学
士
院
は
、
学
術
上
功
績
顕
著
な
科
学
者
を
優
遇
す
る
た
め
の
機
関
と
し
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
学
術
の
発
達
に
寄
与
す
る
た
め
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条
　
日
本
学
士
院
は
、
日
本
学
士
院
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。
）
で
組
織
す
る
。

２
　
会
員
の
定
員
は
、
百
五
十
人
と
す
る
。

３
　
日
本
学
士
院
に
、
次
の
二
部
を
置
き
、
会
員
は
、
そ
の
専
攻
す
る
部
門
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
の
部
に
分
属
す

る
。

第
一
部
　
人
文
科
学
部
門

第
二
部
　
自
然
科
学
部
門

（
会
員
）

第
三
条
　
会
員
は
、
学
術
上
功
績
顕
著
な
科
学
者
の
う
ち
か
ら
、
日
本
学
士
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
学

士
院
に
お
い
て
選
定
す
る
。

２
　
会
員
は
、
終
身
と
す
る
。

３
　
会
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

４
　
会
員
は
、
総
会
に
お
い
て
、
学
術
上
の
論
文
を
提
出
し
、
又
は
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
）

第
四
条
　
日
本
学
士
院
に
、
院
長
一
人
、
幹
事
一
人
及
び
部
長
二
人
を
置
く
。

２
　
院
長
は
、
会
員
の
互
選
に
よ
つ
て
定
め
、
院
務
を
総
理
す
る
。

３
　
幹
事
は
、
会
員
の
互
選
に
よ
つ
て
定
め
、
院
長
を
補
佐
し
、
院
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理

し
、
院
長
が
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

４
　
部
長
は
、
そ
の
部
に
属
す
る
会
員
の
互
選
に
よ
つ
て
定
め
、
部
務
を
処
理
す
る
。

（
会
議
）

第
五
条
　
日
本
学
士
院
の
会
議
は
、
総
会
及
び
部
会
と
す
る
。

２
　
総
会
は
、
日
本
学
士
院
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。

３
　
部
会
は
、
そ
の
部
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
。

４
　
会
議
の
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
日
本
学
士
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
客
員
）

第
六
条
　
日
本
学
士
院
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
学
術
の
発
達
に
関
し
特
別
に
功
労
の
あ
つ
た
外
国
人
に
、
日
本
学
士

院
客
員
の
称
号
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
学
士
院
連
合
へ
の
加
入
）

第
七
条
　
日
本
学
士
院
は
、
国
際
学
士
院
連
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
）

第
八
条
　
日
本
学
士
院
は
、
次
の
事
業
を
行
う
。

一
　
学
術
上
特
に
す
ぐ
れ
た
論
文
、
著
書
そ
の
他
の
研
究
業
績
に
対
す
る
授
賞

二
　
会
員
が
提
出
し
、
又
は
紹
介
し
た
学
術
上
の
論
文
を
発
表
す
る
た
め
の
紀
要
の
編
集
及
び
発
行

三
　
そ
の
他
学
術
の
研
究
を
奨
励
す
る
た
め
必
要
な
事
業
で
、
日
本
学
士
院
が
行
う
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の

（
年
金
）

第
九
条
　
会
員
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
職
員
）

第
十
条
　
日
本
学
士
院
に
、
事
務
長
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。

２
　
事
務
長
は
、
院
長
の
指
揮
を
受
け
、
日
本
学
士
院
に
関
す
る
庶
務
を
整
理
し
、
そ
の
他
の
職
員
は
、
上
司
の
指

揮
を
受
け
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
日
本
学
士
院
の
内
部
組
織
そ
の
他
そ
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
院
長
が
、
総
会
の
議
を
経
て
、
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
次
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
日
本
学
士
院
並
び
に
そ
の
日
本
学
士
院
会
員
及
び
役
員
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
こ
の
法
律
に
よ
る
日
本
学
士
院
並
び
に
そ
の
会
員
及
び
相
当
の
役
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の

規
定
　
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置

は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

1


